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 法第２条法第２条法第２条法第２条    用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義 

         ◇土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱いについて・・・・・・・・・・１ 

         ◇ビニールハウスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
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         ◇主要構造部について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

         ◇防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面について・・・・・・・・・６ 

         ◇耐火構造の壁その他これらに類するものについて・・・・・・・・・・・・・・７ 

         ◇地階における延焼のおそれのある部分について・・・・・・・・・・・・・・・８ 

         ◇自動車車庫の開放部について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

         ◇層間変形角の簡易な確認方法について〈令第１０９条の２の２〉・・・・・・１０ 

         ◇改築について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

         ◇用途上不可分の関係について〈令第１条〉・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 法第６条法第６条法第６条法第６条    建築物の建築等に関する申請及び確認建築物の建築等に関する申請及び確認建築物の建築等に関する申請及び確認建築物の建築等に関する申請及び確認 

         ◇確認申請受理後、審査中に計画の変更が生じた場合の事務処理について・・・１３ 

 

 法第７条の６法第７条の６法第７条の６法第７条の６    検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 

         ◇仮使用認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

 法第２０条法第２０条法第２０条法第２０条    構造耐力構造耐力構造耐力構造耐力 

         ◇柱の小径の２倍以内の距離にある部分について〈令第７７条〉・・・・・・・１７ 

 

 

 法第２６条法第２６条法第２６条法第２６条    防火壁防火壁防火壁防火壁 

         ◇自立する構造について〈令第１１３条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 

 法第２７条法第２７条法第２７条法第２７条    耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物 

         ◇用途に供する部分について〈令第１１５条の３〉・・・・・・・・・・・・・１９ 

         ◇危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するものについて〈令第１１６条〉・・２０ 
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 法第２法第２法第２法第２８条８条８条８条    居室の採光及び換気居室の採光及び換気居室の採光及び換気居室の採光及び換気 

                  ◇児童福祉施設等について〈令第１９条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

         ◇公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面について 

          〈令第２０条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

         ◇温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない 

          居室について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

         ◇換気に有効な部分について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

         ◇天井面に高低差をつけて換気口を設けている場合の有効開口面積の算定に 

          ついて〈令第２０条の２〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

         ◇換気上有効な開口部について〈令第２０条の３〉・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

 法第３０条法第３０条法第３０条法第３０条    長屋又は共同住宅の各戸の界壁長屋又は共同住宅の各戸の界壁長屋又は共同住宅の各戸の界壁長屋又は共同住宅の各戸の界壁 

         ◇長屋の構造について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

 法第３法第３法第３法第３５条５条５条５条    特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 

         ◇避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものについて 

          〈令第１２１条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

         ◇複合用途の建築物における直通階段の共用について〈令第１２１条〉・・・・３０ 

         ◇個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合について 

          〈令第１２６条の２、令第１２６条の３〉・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

         ◇避難経路における排煙設備の設置の免除について〈令第１２６条の２〉〉〉〉・・・３２ 

         ◇自然排煙口の設置位置と外部空間との関係について〈令第１２６条の３〉・・３３ 

         ◇手動開放装置について〈令第１２６条の３〉・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

         ◇非常用進入口を設ける３階以上の階について〈令第１２６条の６〉・・・・・３６ 

         ◇敷地内の通路について〈令第１２８条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

 法第３６条法第３６条法第３６条法第３６条    この章の規定を実施し、この章の規定を実施し、この章の規定を実施し、この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準又は補足するため必要な技術的基準又は補足するため必要な技術的基準又は補足するため必要な技術的基準 

         ◇防火区画を構成する床・壁の範囲について〈令第１１２条〉    ・・・・・・・３８ 

         ◇倉庫とその他の部分（管理事務所等）との異種用途区画について 

          〈令第１１２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

         ◇防火上主要な間仕切壁の範囲について〈令第１１４条〉・・・・・・・・・・４０ 

 

 法第４２条法第４２条法第４２条法第４２条    道路の定義道路の定義道路の定義道路の定義 

         ◇がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものについて・・・・・・・・・４１ 

 

 法第４４条法第４４条法第４４条法第４４条    道路内の建築制限道路内の建築制限道路内の建築制限道路内の建築制限 

         ◇アーケードに面して建築する場合の留意事項について〈令第１４５条〉・・・４２ 

 

 法第４８条法第４８条法第４８条法第４８条    用途地域用途地域用途地域用途地域 

         ◇用途地域の規定における床面積の制限について・・・・・・・・・・・・・・４３ 

         ◇商品である自動車を展示する建築物の用途について・・・・・・・・・・・・４４ 

         ◇屋外で物品を販売し、これらの事務を処理するための建築物について・・・・４５ 

         ◇工場について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 
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         ◇長屋住宅で店舗等を兼ねるものについて〈令第１３０条の３〉・・・・・・・４７ 

         ◇日用品の販売を主たる目的とする店舗について〈令第１３０条の３〉・・・・４８ 

         ◇老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

          について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

         ◇「スーパー銭湯」の第１種低層住居専用地域内での立地について・・・・・・５０ 

         ◇一戸建ての住宅に附属する農業のための納屋について・・・・・・・・・・・５１ 

         ◇マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 

          その他これらに類するものについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

         ◇危険物の貯蔵又は処理に供する建築物について〈令第１３０条の９〉・・・・５３ 

         ◇引火性溶剤を用いるゴム製品の製造について・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

 

 法第５２条法第５２条法第５２条法第５２条    容積率容積率容積率容積率 

         ◇特定道路に接続する前面道路の幅員が変わる場合について 

          〈令第１３５条の１８〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

         ◇特定道路からの延長に応じて定める数値と当該数値を加える前面道路の 

          幅員について〈令第１３５条の１８〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

 

 法第５３条法第５３条法第５３条法第５３条    建ぺい率建ぺい率建ぺい率建ぺい率 

         ◇公園、広場、河川その他これらに類するものについて・・・・・・・・・・・５７ 

 

 法第５４条法第５４条法第５４条法第５４条    第一種低層住居専用地第一種低層住居専用地第一種低層住居専用地第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離 

         ◇建築物の外壁又はこれに代わる柱の面について・・・・・・・・・・・・・・５９ 

         ◇外壁の後退距離に対する制限の緩和について〈令第１３５条の２１〉・・・・６２ 

 

 法第５６条法第５６条法第５６条法第５６条    建築物の各部分の高さ建築物の各部分の高さ建築物の各部分の高さ建築物の各部分の高さ 

         ◇後退距離の算定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

         ◇前面道路の路面に勾配がある場合の高さの算定方法について 

          〈令第１３０条の１２〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

         ◇物置その他これに類する用途に供する建築物の部分について 

          〈令第１３０条の１２〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

         ◇当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する 

          部分の水平投影の長さで除した数値等について〈令第１３０条の１２〉・・・６８ 

         ◇ポーチその他これに類する建築物の部分について〈令第１３０条の１２〉・・６９ 

         ◇網状その他これに類する形状について〈令第１３０条の１２〉・・・・・・・７０ 

         ◇堀込車庫について〈令第１３０条の１２〉・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

         ◇公園、広場、水面その他これらに類するものについて 

          前面道路をはさんで高架の道路又は線路敷がある場合の前面道路の路面の 

          高さ及び反対側の境界線について〈令第１３４条〉・・・・・・・・・・・・７２ 

         ◇公園（都市公園法施行令（昭和３１年制令第２９０号）第２条第１項 

          第１号に規定する都市公園を除く。）、広場、水面その他これらに類する 

          ものについて〈令第１３５条の３〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

         ◇水面、線路敷その他これらに類するものについて〈令第１３５号の４〉・・・７４ 
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 法第５６条の２法第５６条の２法第５６条の２法第５６条の２    日影による中高層の建築物の高さの制限日影による中高層の建築物の高さの制限日影による中高層の建築物の高さの制限日影による中高層の建築物の高さの制限 

         ◇日影により制限を受ける建築物について・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

         ◇道路、水面、線路敷その他これらに類するものについて 

          〈令第１３５号の１２〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

         ◇日影により制限を受ける建築物について〈令第１３５条の１３〉・・・・・・７７ 

         ◇日影規制に係る確認申請添付図書、日影図作成における標準緯度等 

          について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

 

 法第８６条の７法第８６条の７法第８６条の７法第８６条の７    既存の建築物に対する制限の緩和既存の建築物に対する制限の緩和既存の建築物に対する制限の緩和既存の建築物に対する制限の緩和 

         ◇土地区画整理事業の施行による換地に伴う、既存不適格建築物について・・・８２ 

 

法第８８条法第８８条法第８８条法第８８条    工作物への準用工作物への準用工作物への準用工作物への準用 

         ◇都市計画区域外の工作物の申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

         ◇擁壁・鉄柱等の工作物申請の申請件数について〈令第１３８条〉・・・・・・８４ 

         ◇神社の鳥居について〈令第１３８条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

         ◇確認申請（工作物）に必要な擁壁の構造基準について 

          〈令第１３８条、令第１４２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

         ◇建築物を建築する目的以外で２ｍを超える擁壁を築造する場合の工作物 

          申請の要否について〈令第１３８条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 

         ◇遊戯施設の移設に伴う確認申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・８８ 

         ◇製造施設等の工作物について〈令第１３８条〉・・・・・・・・・・・・・・８９ 

 

 法第９２条法第９２条法第９２条法第９２条    面積、高さ及び階数の算定面積、高さ及び階数の算定面積、高さ及び階数の算定面積、高さ及び階数の算定 

         ◇水路占用等を受けた場合の敷地面積の算定について〈令第２条〉・・・・・・９０ 

         ◇建築面積の算定について〈令第２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１ 

         ◇床面積の算定方法等について〈令第２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・９３ 

         ◇小屋裏物置等について〈令第２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４ 

         ◇建築物と構造的に一体的な周壁を有するからぼり（ドライエリア）が 

ある場合の地盤面の取り方について〈令第２条〉・・・・・・・・・・・・・９６ 

         ◇屋上に設置される建築設備等の高さの算定について〈令第２条〉・・・・・・９７ 

         ◇越屋根のある建築物の軒の高さの算定方法について〈令第２条〉・・・・・・９８ 

         ◇片流れ屋根で棟高の異なる建築物の軒の高さの算定方法について 

          〈令第２条〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 

 

 法法法法その他その他その他その他 

         ◇付近見取図について〈規則第１条の３〉・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

         ◇敷地断面図の添付について〈規則第１条の３〉・・・・・・・・・・・・・１０１ 
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         第３条 がけに近接する建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

         第２０条 下宿等の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

 


